
◎注意事項をよく読んで記入し、提出期限までに下記提出先に提出してください。

※この報告書の提出が遅れますと、年金の支給が一時保留される場合がありますので、必ず

　期限内に提出してください。

 《注 意》

1. 身上報告書は、あなたの在留証明書又は居住証明書（いずれも原本）を添付のうえ、提出

してください。

２． あなたの年金には加給年金がありますので、加給年金対象者の証明書も必要です。

加給年金対象者が海外に居住している場合は在留証明書（または、居住証明書）を、

３． あなたの年金の加給対象配偶者について、「身上報告書」下部の「１．」及び「２．」

をよく読んで必要事項を記入し、加給対象配偶者が年金を受けている場合は、その年金

証書全面の写しを添付してください。

４． 外国語表記の証明書類は必ず日本語訳を添付してください。

＜提 出 先＞

    〒１０２－８０８２  東京都千代田区九段南１－１－１０

                        九段合同庁舎

                        国家公務員共済組合連合会年金部

                        年金支給課

　　　　　　　　　　　　03-3265-8141（代表）

                                      ＴＯＫＹＯ，ＪＡＰＡＮ
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提出期限　　　誕生月の月末

  身上報告書の提出について


